
四国地震防災基本戦略の推進に向けて
～達成すべき７つの基本的な目標（案）～

平成２４年２月２４日

四国東南海・南海地震対策戦略会議幹事会



達成すべき７つの基本的な目標（案）達成すべき７つの基本的な目標（案）

四国地震防災基本戦略の推進に向けて、平成24年度からの基本的な取組目標として示したものであり、
平成24年3月の公表を予定している。

基本戦略策定後の取組イメージ

各種施策の取組

（フォローアップ）

平成２４年度平成２３年度

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月３月２月１月

基本戦略の見直し

各プロジェクトの推進方策検討・策定 各プロジェクトの取組状況等とりまとめ中間取組状況等の把握

○各種施策を着実に推進するための取組イメージ
・平成23年度末を目途に、各プロジェクトの推進方策を検討・策定
・各プロジェクトチームにおいて、中間取組状況等を把握しつつ、平成24年度末に取組状況等をとりまとめ、公表
・中央防災会議における最終とりまとめを踏まえ、基本戦略を見直し（当面、戦略会議を存続）

中央防災会議による
最終とりまとめ公表

四国地震防災基本戦略を見直し速やかに

四国地震防災基本戦略における10のプロジェクト：時系列を基本に目的や項目別に設定したもの

達成すべき７つの基本的な目標（案）：10のプロジェクトに配慮しつつ、達成する目標という視点で、

具体的に進める取組を、公表を前提に住民等にわかりやすい形
で作成したもの

各プロジェクト推進方策検討・策定（25の整理シート）：具体的な作業を進める上で、内容を踏まえ

分割し、効率的に進めるために作成したもの
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■達成すべき７つの基本的な目標（案）　【プロジェクト・整理シートの関連】

ステージ

A 被害想定の見直し Ａ 被害想定の見直し
ハザードマップ等の作成・充実

Ｂ－１ 発生頻度の高い地震・津波に対する災害防御（地震対策）

Ｂ－２ 発生頻度の高い地震・津波に対する災害防御（津波対策）

Ｂ－３ 最大クラスの巨大地震・津波に対する減災対策（信頼性の高い緊急輸送ネッ
トワーク）

Ｂ－４ 最大クラスの巨大地震・津波に対する減災対策（構造物の信頼性向上）

Ｂ－５ 最大クラスの巨大地震・津波に対する減災対策（災害に強い地域づくり、まち
づくり、施設の副次的な効果も考慮した「多重防御」）

Ｃ－１ 防災意識改革と防災教育

Ｃ－２ 的確な防災情報の伝達（住民等）

Ｃ－３ 確実な避難を達成するための総合対策

Ｃ－４ 巨大災害を想定した訓練の実施 ４・５共通
－

Ｃ－５ 的確な防災情報の伝達（防災関係機関） ３・４・５共通
－

Ｄ－１ 広域防災拠点等の整備

Ｄ＝２ 事業継続計画（ＢＣＰ）
関係機関等の支援体制並びに受け入れ体制の確保
災害リスクに対応した行政情報システム等の構築

Ｅ－１ 被災状況の把握体制の確立

Ｅ－２ 初動対応等におけるオペレーション計画、ライフライン等の復旧
長期浸水を想定した処理計画の作成（排水対策）
多量の災害廃棄物の発生を想定した広域連携体制の整備（災害廃棄物対
策）

Ｆ－１ 救援・救護、救出活動を支える施設・体制整備［医療］

Ｆ－２ 救援・救護、救出活動を支える施設・体制整備［連携体制・施設整備等］

Ｆ－３ 必要な物資の確保 ４・５・６共通
－

Ｇ－１ 避難所等の環境整備

Ｇ－２ 仮設住宅の早期確保

Ｇ－３ 社会秩序の維持

Ｇ－４ 飼養動物対策

Ｈ 生活再建 Ｈ 被災者の生活再建対策

Ｉ 地域づくり Ｉ 復興に向けた地域づくり

Ｊ 地域経済再生 Ｊ 地域経済の再生支援

発災後

発災後
（復興）

迅速・確実に避難するために、住民等への徹底した意識改革と確実な情報
伝達

２

３

発災前

発災直後
（初動対応・
応急対策）

Ｇ

Ｆ

D

救援・救護、救出活動体制の確立等

被災者の支援

広域防災拠点・広域防災体制等

被害状況把握・復旧オペレーション計
画等

具体的な作業を目的に作成（分割）した２５の整理シート時系列等を考慮した１０のプロジェクト

C

E

被害の最小化
（ソフト系）

B 被害の最小化
（ハード系）

ハザードマップの見直し・充実並びに効果的な施設整備1

達成すべき７つの基本的な目標（案）

４

迅速な応急対策及び早期復旧を行うための広域防災体制の確立

６

７

５

被災状況の早期把握と迅速・確実な初動対応・応急対策

迅速な被災者支援並びに地域の安全

円滑な地域の復興

被災状況の早期把握と迅速・確実な救援・救護、救出活動
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ハザードマップの見直し・充実並びに効果的な施設整備ハザードマップの見直し・充実並びに効果的な施設整備
○被害想定の見直し○被害想定の見直し【【プロジェクトＡプロジェクトＡ】】
○被害の最小化（ハード系）○被害の最小化（ハード系）【【プロジェクトＢプロジェクトＢ】】

新たな想定外力によるシミュレーションや、過去の歴史的な地震・被災記録等を踏まえたハザードマップの見
直し・充実を図るとともに、被害の最小化を目指すため、効果的な施設整備を進める。

◇東南海・南海地震の震度分布と津波による被災地図

【被害想定の見直し】 【ハザードマップの見直し・充実】

【被害の最小化を目指した施設整備の推進】

避難誘導標識

中央防災会議による新たな想定外力 新たな想定外力を踏まえたシミュレーショ
ン、過去の被災記録等からハザードマッ
プを見直すとともに、地域毎の目的・条件
に応じたハザードマップの充実を図る。

【災害に強いまちづくり計画を踏まえ、具体的な施設整備計画を作成し、優先順位を考慮しながら施設整備を推進】

○災害に強いまちづくり計画を踏まえた具体的な施設（避難
施設（副次的な施設利用含む）、避難路、備蓄倉庫、避難
誘導標識など）整備計画の作成
優先順位等を考慮し、効果的な整備を進める。

○被害の最小化を目指し、優先度を考慮した施設（庁舎・河
川・海岸・空港・道路など）整備計画の作成
予算、地域等を考慮し、効果的な整備を進める。

記載内容例
・浸水深、浸水高、
浸水時間等

・避難場所、避難路
避難方法等

【災害に強いまちづくり計画の作成】

ハザードマップを踏まえ、災害に強いまちづくり計画（地域毎の課題解消のため
の計画）を作成する。

新たな想定外力に基づく震度分布、
津波及び浸水域等を踏まえた被害
想定の見直し

発生が危惧される三連動巨大地震

避難路 避難ビルの指定 備蓄倉庫

〔〔目標１目標１〕〕
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迅速・確実に避難するために、住民等への徹底した意識改革と確実な情報伝達迅速・確実に避難するために、住民等への徹底した意識改革と確実な情報伝達
○被害の最小化（ソフト系）○被害の最小化（ソフト系）【【プロジェクトＣプロジェクトＣ--11～～33】】

住民等の徹底した防災意識改革、住民等が円滑・確実に避難するための避難計画作成・周知、防災情報をすべ
ての住民等に迅速・確実に伝達する仕組みの構築などにより被害の最小化に向けた対策を進める。

【的確な防災情報の伝達】

【住民の防災意識改革】

・地域毎のハザードマップを踏まえ、確実に
避難するための住民への周知徹底（防災
教育の充実・より実践的な防災訓練）

・継続する周知体制の仕組みの構築
・自主防災組織の充実

■津波警報の改善、観測施設の充実等

■すべての住民等に迅速・確実に伝達する仕組みの構築

・コストに配慮した多重性の確保等、すべての住民等に迅速・確実
に伝える仕組みを構築する。

・津波警報の改善
・各種防災情報の周知（広報） など

津波警報の改善等

津波観測等の機能維持強化等

・気象観測機能の維持強化
・観測体制の充実・強化 など

【防災行政無線】

【避難携帯メール】

【ソーシャルメディア】

避難場所、避難路
避難方法等を記載
したハザードマップ
を有効に活用

【住民によるより実践的な
避難訓練】

【自主防災組織の充実】

・安全な避難行動に資する津波被災想定区域等の情報提供

【住民が円滑・確実に避難するための避難計画の作成】

・ハザードマップを踏まえ、避難場所・避難路・避難方法（徒歩・車等）を示した避難計画の作成・周知

的確な防災情報の伝達

〔〔目標２目標２〕〕
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迅速な応急対策及び早期復旧迅速な応急対策及び早期復旧を行うためのを行うための広域防災体制の確立広域防災体制の確立
○迅速な応急対策及び早期復旧の実施体制の構築（広域防災体制の確立）○迅速な応急対策及び早期復旧の実施体制の構築（広域防災体制の確立）【【プロジェクトＤプロジェクトＤ】】
○適格な防災情報の伝達○適格な防災情報の伝達【【プロジェクトＣプロジェクトＣ--55】】

大規模災害時における防災関係機関等の受援及び支援に関する広域応援体制を確立するとともに、必要な防災
拠点を関係機関と事前に調整し、使用計画等を作成する。

・受援・支援体制の確立
・各防災機関の活動計画
・役割分担の明確化
・防災関係機関相互の連携体制の構築

・条件（位置、管理者、人数、機能（耐震化、非常用電源、ヘリポート等）、アクセス状況
（津波浸水想定区域・道路ネットワーク等）を踏まえた広域防災拠点、活動拠点計画
の作成

・使用する機関の基本計画の作成

【大規模災害時における防災関係機関等の広域防災体制の確立】 【広域防災拠点・活動拠点等の計画作成】

【活動拠点（総合運動公園・体育館・道の駅等】

Ｂ県（市）Ｂ県（市）

Ａ県（市）Ａ県（市）

自治体間の広域支援受援体制の確立

防災関係機関等の広域
支援受援体制の確立

・警察
・消防
・自衛隊
・海上保安庁
・医療機関（ＤＭＡＴ）
・国土交通省（ＴＥＣ－
ＦＯＲＣＥ・リエゾン）

・ライフライン関係

防災関係機関等の
広域支援受援体制の確立

TEC-FORCE（緊急災害派遣隊）

防災関係機関 防災関係機関

DMAT

災害拠点病院災害拠点病院

【広域防災拠点・活動拠点計画図イメージ】

活動拠点（○○運動公園）活動拠点（○○運動公園）

ヘリポートヘリポート

広域防災拠点（○○市役所）広域防災拠点（○○市役所）
活動拠点（○○体育館）活動拠点（○○体育館）

・管 理 者：○○県
・収容人数：○○人
・機 能：耐震化済

非常用電源有
ヘリポート無

・アクセス状況：
津波浸水想定区域内
代替路有

・使用機関：○○○○

・管 理 者：○○県
・収容人数：○○人
・機 能：耐震化済

非常用電源有
ヘリポート無

・アクセス状況：
津波浸水想定区域内
代替路有

・使用機関：○○○○

必要な情報の共有・確実な情報伝達
緊急連絡体制の事前構築

〔〔目標３目標３〕〕
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被災状況の早期把握と迅速・確実な初動対応・応急対策被災状況の早期把握と迅速・確実な初動対応・応急対策
○初動対応、被害状況の把握等も含めたオペレーション計画○初動対応、被害状況の把握等も含めたオペレーション計画【【プロジェクトプロジェクトＥＥ--11～～22】】
○巨大災害を想定した訓練の実施○巨大災害を想定した訓練の実施【【プロジェクトプロジェクトＣＣ--44】】
○関係機関における必要な物資（燃料）の確保○関係機関における必要な物資（燃料）の確保【【プロジェクトプロジェクトＦＦ--33】】

被害状況の早期把握並びに関係機関における啓開・復旧オペレーション計画の策定及びその計画を迅速・確実
に実施するため、より実践的な訓練を実施する。

【被災状況の早期把握と
情報共有体制の構築】

【各施設管理者（ライフライン含む）における
啓開・復旧オペレーション計画の策定並びに
初動対応・応急対策を確実に実施するため
の実践的な訓練の実施】

【想定される課題に対する
対応策を事前に構築】

・津波被災区域等を考慮した緊急輸送ルートを事前に設定

・各関係機関における啓開・復旧オペレーション計画（関係
業者との協定等による詳細な役割分担、指示体系の確立、
資機材の調達計画、行動マニュアル等）の策定

・各関係機関が策定した啓開・復旧オペレーション計画
を基に、実践的な訓練を行うことにより課題を抽出し、よ
り確実な体制を構築

・各機関における被災状況の早期把握体制の
構築
・収集した情報をリアルタイムで関係機関が共
有する情報プラットホーム等の構築

情報プラットホーム等で共有

ヘリテレ映像
の伝送

各種施設の
被災状況

・緊急事態に備えた確実な通信機能の確保
並びに緊急連絡体制の確立

道路施設を活用
した対空標示

防災関係機関 防災関係機関

必要な情報の共有・確実な情報伝達
緊急連絡体制の事前構築

緊急輸送道路として優先して
啓開する道路を事前に設定

津波被災想定区域

・救援・救護、救出活動に必要な燃料の確実な
供給体制の構築（９頁参照）
・救援・救護、救出活動に影響する災害廃棄物
処理並びに津波被災想定区域における排水
作業との連携体制を事前に構築

・津波被災想定区域における排水作業体制等
の構築（体制・方法等）

災害廃棄物処理

排水作業

沿岸域（被災地）
のイメージ

〔〔目標４目標４〕〕
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被災状況の早期把握と迅速・確実な救援・救護、救出活動被災状況の早期把握と迅速・確実な救援・救護、救出活動
○救援・救護、救出活動を支える施設・体制整備○救援・救護、救出活動を支える施設・体制整備【【プロジェクトプロジェクトFF--11～～22】】
○巨大災害を想定した訓練の実施○巨大災害を想定した訓練の実施【【プロジェクトプロジェクトＣＣ--44】】
○必要な物資（燃料）の確保○必要な物資（燃料）の確保【【プロジェクトプロジェクトＦＦ--33】】

被災状況の早期把握並びに関係機関における救援・救護、救出活動体制の構築、及びその活動を迅速・確実に
実施するために、より実践的な訓練を実施する。

救援・救護、救出活動

【救援・救護、救出の活動体制の構築並
びに救援・救護、救出活動を確実に実施
するための実践的な訓練の実施】

・各関係機関における救援・救護、救出活動体
制（役割分担、連絡体制、資機材の調達計画、
行動マニュアル等）を構築

情報プラットホーム等で共有

ヘリテレ映像
の伝送

【被災状況の早期把握と
情報共有体制の構築】

各種施設の
被災状況

・各機関における被災状況の早期把握体制の
構築
・収集した情報をリアルタイムで関係機関が共
有する情報プラットホーム等の構築

・緊急事態に備えた確実な通信機能の確保
並びに緊急連絡体制の確立

道路施設を活用
した対空標示

・各関係機関が策定した救援・救護、救出活動計
画を基に、実践的な訓練を行うことにより、課題を
抽出し、より確実な体制を構築

防災関係機関 防災関係機関

必要な情報の共有・確実な情報伝達
緊急連絡体制の事前構築 救援・救護、救出の活動体制

・救援・救護、救出活動に必要な燃料の確実な
供給体制の構築（９頁参照）
・救援・救護、救出活動に影響する災害廃棄物
処理並びに津波被災想定区域における排水
作業との連携体制を事前に構築

【想定される課題に対する
対応策を事前に構築】

・津波被災想定区域における排水作業体制等
の構築（体制・方法等）

災害廃棄物処理

排水作業

〔〔目標５目標５〕〕
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迅速な被災者支援並びに地域の安全迅速な被災者支援並びに地域の安全
○被災者の支援対策○被災者の支援対策【【プロジェクトＧプロジェクトＧ】】
○必要な物資の確保○必要な物資の確保【【プロジェクトＦプロジェクトＦ--33】】

避難所等の環境改善並びに仮設住宅を早期に確保できる仕組みを構築するとともに、緊急物資を円滑・確実に確保できる体制を構築する。
また、被災地等における社会秩序の維持体制や飼養動物の保護・管理体制等についても事前に構築する。

円滑な地域の復興円滑な地域の復興
○生活再建○生活再建【【プロジェクトＨプロジェクトＨ】】
○地域づくり○地域づくり【【プロジェクトＩプロジェクトＩ】】
○地域経済再生○地域経済再生【【プロジェクトＪプロジェクトＪ】】

被災地域の自立的な経済復興が早期に実施できるよう、生活再建に向けた支援体制やサプライチェーン対策、風評被害対策など
地域経済への影響回避・軽減対策を事前に構築する。

【被災者の生活再建】 【地域経済の再生支援】 【復興を円滑に進めるための仕組みの構築】

・生活再建対策のための円滑な仕組みの構築（金融
上の措置等）

・地域経済への影響を最小限にするため、企業事業
継続計画（ＢＣＰ）の策定促進や想定される風評被害
対策を事前に構築する。

・災害発生後速やかな復興に向け、行政と地域住民
の連携体制や、効率的な発注方式等についても事前
に準備

【避難所等の環境整備並びに仮設住宅等の早期確保】

・避難所等の現状把握（ライフライン、トイレ、緊急物資等）することにより
改善を図る。

・メンタルヘルス等の対応策を構築する。
・被災者住宅を早期に供給できる仕組みの構築（受け入れ可能施設のリスト等）

【円滑・確実な緊急物資の確保】

・災害に強い物流システムを構築する。

・社会秩序維持並びに交通秩序維持のための体
制の構築

【飼養動物対策】

・被災した飼育動物の保護・
管理体制の構築

・必要な燃料の確実な供給体制の構築（次頁）

【社会秩序の維持（犯罪・交通）】

〔〔目標６目標６〕〕

〔〔目標７目標７〕〕
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初動対応、応急対策並びに避難所等住民の生活に欠かせない初動対応、応急対策並びに避難所等住民の生活に欠かせない
石油製品の供給対策石油製品の供給対策

○必要な物資（燃料）の確保○必要な物資（燃料）の確保【【プロジェクトプロジェクトFF--33

燃料（ガソリン等）を安定供給するため、燃料の安定供給確保総合計画（備蓄基地、燃料販売店との協定、輸送手段の
確保も含めた供給体制、役割分担等を定める）を作成し、地域ごとに石油製品供給体制の整備を図る。
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津波防災地域づくりに関する法律（H23.12.27施行）の概要

将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的な制度を創設し、ハード・ソフトの施策を
組み合わせた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進。

市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画（推進計画）を作成す
ることができる。

推進計画の作成

津波防災住宅等建設区の創設
都道府県による

集団移転促進事業計画の作成
津波避難建築物の
容積率規制の緩和

特例措置

都道府県知事は、基本指針に基づき、津波浸水想定（津波により浸水するおそれがある土地の区域及び浸水した場合に想定される水
深）を設定し、公表する。

津波浸水想定の設定

・都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定することができる。
・都道府県知事は、警戒区域のうち、津波災害から住民の生命及び身体を保護するために一定の開発行為及び建築を制限すべき土地
の区域を、津波災害特別警戒区域として指定することができる。

都道府県知事又は市町村長は、盛土構造物、閘門等の津波防護施設の新設、改良その他の管理を行う。

津波防護施設の管理等

一団地の津波防災
拠点市街地形成施設に関する

都市計画

（推進計画区域内における特例）

津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定

概要

基本指針（国土交通大臣）

【参 考】
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